
 

志位和夫委員長が提案 

緊急経済提言 

日本共産党の志位和夫委員長は３月１２日、国会内

で記者会見し、昨年 10 月の消費税増税以降の景気悪

化やアベノミクスの失敗に加え、新型コロナウイルス

による打撃で日本が直面する重大な経済危機に対処

するため、緊急経済提言を発表しました。 

日本共産党は、政府が次の二つの基本姿勢に立って大胆な経済政策をとることを、強く求める。 

１、新型コロナの影響から緊急に国民生活を防衛するあらゆる手だてをとる。 

２、外需依存がいよいよできなくなるもと、内需・家計・中小企業支援に力を集中する。 

●中小企業をはじめとする企業倒産とリスト

ラ・失業の連鎖を起こさないことを経済政策の

大きな目標に据える。 

――中小企業への無担保・無利子の融資を、当面、

リーマン・ショックの時なみの 20兆円の枠を確保

する。政府の無担保・無利子融資は 5000 億円であ

まりに小さい。 

――雇用調整助成金は最大 10 分の 10 の補助にす

る。現在の助成率は北海道だけ５分の４、あとは平

時の３分の２だが、「10分の 10」にすべきである。

その財源は積立金が十二分にある（1 兆 4000 億

円）。 

――新型コロナを口実にしたリストラ、首切り、内

定取り消しなどを行わないよう、指導すること。 

●フリーランスをはじめ雇用保険の対象になら

ずに働いている人への所得補償制度を緊急につ

くる。 

――政府の対策は「休校によって仕事に行けなく

なった人」だけが対象で、1 日 4100 円にすぎな

い。対象と額を抜本的に拡大し、フリーランスな

どへの休業の所得補償制度を緊急につくる。 

 

●休校要請、イベント自粛要請など、政府の要

請にともなって仕事や収入を奪われた人や事業

者には、国の責任でそれを補償することを、大

原則にすえ実行する。 

――イベント中止要請が、演劇、芸能、音楽など

にもたらした実害は、文化の公共性も重視し、全

面的に補償する。       （裏面へつづく） 
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（１）新型コロナの影響から緊急に国民生活を防衛する 

 



 

（２）内需・家計・中小企業支援に力を集中する 

これまでのような外需頼みの経済政策は、

世界経済全体で実体経済の後退が起こってい

るもとで、いよいよ成り立たなくなっている。

こうしたもと、内需、とりわけ家計と中小企

業支援に思い切って力を集中した経済政策が

必要である。 

 

●消費税５％への緊急減税を本格的に検討

し、実行することを強く求める。 

――「景気対策のために減税、反対するつも

りはない」（麻生財務相）という声が、政府部

内からも出ている。現下の大不況の原因をつ

くったのは消費税増税であり、これを緊急に

５％に減税することは、消費を下支えし、国

民の所得を増やし、低所得者と中間層への力

強い支援策となる。政府が、この経済危機に

立ち向かう強い姿勢を示すうえでも、最も有

効な対策である。 

（３）「予備費の枠内」でなく、来年度予算の抜本修正によって
財源を確保する 

安倍政権が１０日に発表した第２次緊急対策は、

「予備費の枠内」という大前提でつくられているた

めに、規模があまりに小さく、対応があまりに狭い

ということに最大の問題がある。 

 「予備費の枠内」というのは、まったく合理性が

ない。予算編成後に起きた緊急事態に対応するのは

当然であり、無修正での成立にこだわる理由はどこ

にもない。 

 ４月になって、予算案成立後に、補正予算をつく

るというのは、あまりに国会を軽視したやり方であ

る。来年度予算の抜本修正によって財源を確保す

る、大胆な財政的措置を緊急にとるべきである。 

「緊急経済提言」・コロナ対

策についてはこちらから 
日本共産党ホームページ 

↓ 

●国保料をはじめ社会保険料の緊急減免、納税の

緊急猶予などの措置をとる。 

――仕事がなくなり、所得が急減している自営業

者やフリーランスへの支援として、災害時に行っ

ているような国保料の緊急減免を行う。自治体の

判断で実施し、財源は国が保障する。 

――中小企業の社会保険料も、同様の考え方で、

緊急減免を行う。 

――社会保険料や所得税・消費税の納税の猶予、

延滞料金の減免を行う。 

 

●大企業の内部留保を働く人の賃金、中小企業へ

の単価の引き上げに活用する。 

――労働界から、「大企業は、将来の危機を理由

に、内部留保を積み上げてきた。今回のコロナ拡

大という危機にその内部留保を活用すべきだ」

（連合会長）などの声が出ているが、当然の声で

ある。 

 460 兆円にのぼる内部留保をもつ大企業が、コ

ロナ危機を理由に、賃下げ・リストラ・中小企業

切り捨てなどを行うことは許されない。巨額の内

部留保を、働く人の賃上げ、中小企業への単価の

引き上げなどに活用し、庶民の暮らしと営業を守

る社会的責任を果たすよう、政府として強く要請

を行うことを求める。 


